
「規制改革ホットライン」（仮称）の設置について 

１．趣旨 

  環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進める上において、広

く国民や企業等から提案をいただくことは大変に有意義である。このため、規制改革

に関する提案をインターネット等を通じて常時受付する「規制改革ホットライン」（仮

称）を設置する。 

その他、規制改革に関する提案の集中受付期間を設ける。 

２．提案の取扱いについて 

   提案されたものは内閣府規制改革推進室において事実関係等の確認及び精査を行

ない、検討要請項目を選定し、随時、所管省庁に対し検討要請を行うとともに、直近

の規制改革会議にその旨の報告を行う。 

３．規制改革会議等との連携について 

   所管省庁からの回答については、適宜「規制改革会議」（必要に応じてワーキング

グループ）に報告する。このうち、更に精査・検討を要すると認められるものについ

ては、必要に応じ「規制改革会議」（必要に応じてワーキンググループ）において対

応する。 

４．開始時期について 

   常時受付は、平成 25 年３月 22 日より開始予定。 

 

＜参考＞ 

 「規制改革ホットライン（仮称）」設置については内閣府規制改革会議のホームページに受付窓口

を作成するとともに「新着情報」にも掲載。 

 さらに、内閣府トップページの「最近のトピックス」にも掲載。 

資料１ 

「規制改革ホットライン」（仮称）の業務フロー
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必要事項を記入後、[内容確認画面へ進む]ボタンをクリックしてください。 

 文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。 

使用された場合、一部特殊文字は規則に従い、自動的に置き換えて受信を行います。 

あらかじめ御了承ください。(詳細は「置き換え規則について」を御覧ください。) 

 

 

 

○提案事項名（タイトル） 

（50 字以内におまとめください。） 

 

※必須 

 

○提案の視点 

※必須 
行政手続きの簡素化・迅速化 基準や要件の見直し 

規制・制度の撤廃や見直し   その他 

○提案の具体的内容 

（具体的に全角文字にて 250 文

字以内で記載してください。） 

 

※必須 

 

○提案理由 

（具体的に全角文字にて 750 文

字以内で記載してください。ま

た、特に無い場合は「なし」とお

書きください。） 

 

※必須 

 

○根拠法令等 

 

○提案主体名（会社名・団体名） 

（個人の場合は「個人」と記入し

てください。） 

 

※必須 

 

○制度の所管省庁  

（複数選択も可） 

 

※必須 

内閣官房 人事院 内閣府 宮内庁 公正取引委員会 警察庁 

金融庁 消費者庁 総務省 法務省 外務省 財務省 

文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 

環境省 防衛省 不明 

○会社名・団体名の公表の可否 

※必須 
公表 

非公表 

○提案主体分類コード 
-- 選択してください --

 

○提案者氏名（非公表） 

（会社・団体の場合は「担当者

名」を記入してください。） 

 

※必須 

 

○電話番号（非公表） 

※必須  

○電子メールアドレス（非公表） 

※必須  
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